




はじめに

昨年の東日本大震災そして福島第一原子力発電所の事故を受け原子力の安全性が大きな国

民的議論を巻き起こし、我が国における電力不足の早期解消や中長期の新たなエネルギー政策に

ついて大きな転換点を迎えようとしています。特にエネルギー・環境会議において新しいエネルギーベ

ストミックスの実現に向けて発電電力量に占める原子力の割合と再生可能エネルギーや省エネル

ギーの対策レベルが種々検討され、本年9月には「革新的エネルギー・環境戦略」が策定されました。

これまで我が国が世界に示してきた温室効果ガス排出の削減についても厳しい見通しが示されてい

ます。このような中、地球環境センター（GEC）がこれまで進めてきた途上国における温室効果ガスの

排出削減の取り組みは、より重要性を増してきているといえます。

一方、大阪市においては橋下市長のもと「グレートリセット」として聖域なき行政改革が進められてい

ます。外郭団体に対する改革もその一端として厳しい見直しが進められていますが、GECもその例外

ではありません。UNEP国際環境技術センター（IETC）誘致当初は国際公約として新たに設立された

GECが大阪市に成り代わり、施設の貸与やIETC活動への支援等を行っていましたが、この間の大

阪市の考え方では市による直接支援の方針が打ち出されています。まさにGECとしてこれまでで一番

大きな試練に直面していると言えます。とは言えすべての業務が直接支援となるわけではなく、IETC

支援にあたっては、GECがこれまで築き上げてきたIETC支援の実績と経験を踏まえ、大阪市とGEC

は連携を一層強化し明確な役割分担のもと、それぞれの特性を活かし協力して一体となって効果的

な支援を実行できる体制の確立を目指していくことにしています。詳細な内容は今後のこととなります

が、GECとしては厳しさを増す経営環境の改善を進めるとともに職員一人一人が真剣に考え一致団

結して行動していかなければなりません。

このように日本も大阪市も大きく変わっていこうとする中で、GEC設立20周年という節目を迎えていま

す。ここでもう一度、設立時の原点に立ち返りGECが地球環境保全、あるいは途上国の環境改善に

どのように貢献できるのか、更にその取り組みが大阪市域の市民や企業の方々にどんなメリットをもた

らすのか根本のところから明らかにしていく必要があります。途上国における排出削減、途上国向け

の環境研修、在阪企業が有する水・環境技術の海外展開など具体的な事業を通してGECの貢献を

社会に示していきたいと考えています。

取り組むべき課題は山積しています。そのためGECとして役員・職員が一丸となって精一杯の努力

し、この難局を乗り切ってまいりたいと考えていますので、今後とも、GECの活動に変わらぬご理解とご

支援をお願い申し上げます。

2012年10月

公益財団法人 地球環境センター

理事長　宮原 秀夫
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UNEP国際環境技術センター（IETC）の目指す環境上適正な技術（EST*）情報の普及及び技術移転の支援

廃棄物に関するIETCワークショップの開催支援

◎「E-waste（電気電子機器廃棄物）のtake-back system（回収システム）に関する
　国際ワークショップ」を開催

IETCは、廃棄物管理の活動の重点分野の一つとして
E-wasteの管理に取り組んでおり、これまでにワークショップ開
催、マニュアル作成、パイロットプロジェクトなどを実施してきた。
2010年7月に大阪で開催されたワークショップでは、開発途上
国の参加者からE-wasteのtake-back systemに関する政策
の枠組の構築や回収システムを持続させるための資金メカニズ
ムについて高い関心が寄せられた。このため、IETCはE-waste

のtake-back systemに関するマニュアル案を新たに作成し、こ
のマニュアル案を議論することなどを目的として2011年7月13

日～15日にGECとの共催でワークショップを大阪で開催した。
7月13日～14日には、アジア及びアフリカの７カ国の政策担当
者に対して、マニュアル案を使用した研修が行われるとともに、
オブザーバーとして参加した電子機器メーカーや研究者との意
見交換が行われた。議論では、E-wasteの回収には様々な方
法･実施主体の選択肢があること、回収･処理の費用は機器の
ライフサイクルのどの時点で誰から徴収すべきか、輸入された
中古製品の回収･処理の責任は誰が負うべきか、開発途上国のE-wasteの回収・処理に大きく関わって
いるインフォーマルセクター*との関係はどうあるべきかなどについての意見が交わされ、E-wasteの管理・
回収については1つの国の制度・システムをそのまま他の国に適用することは困難であり、様 な々国の制
度･システムの長所と短所を検討して、各国の社会に適した制度・システムを導入する必要があることが
認識された。

7月15日には日本の家電メーカー・商社・大学・研究機関・国際機関の専門家も加わり、E-wasteの回収・
リサイクルに関する多様な取り組みが紹介された。
ワークショップの議論等を受けて、IETCでは、E-wasteマニュアル案の修正が行われるとともに、take-

back systemに関するパイロットプロジェクトの実施、E-wasteの管理に関する民間企業の参加・連携に
関するワークショップの開催が検討されている。

◎「津波による災害廃棄物の処理ならびに広域支援に関する海外・国内の知見の共有のセミナー」の開催支援
2011年3月11日に発生した東日本大震災から一年を迎える

にあたり、UNEPは日本政府の要請を受けて、災害廃棄物の処
理に関する国際的な情報や知見を被災地の自治体関係者と
共有することを目的として、2012年2月27日から3月1日に国際
的な専門家によるミッションを派遣した。国際専門家チームは、
東北の被災地を訪問して自治体関係者と会合を行うとともに、
廃棄物処理及びがれきのリサイクル施設を視察し、対策に携
わっている関係者との情報や知見の共有を行った。
この災害廃棄物の国際専門家が来日する機会に、世界各地での災害廃棄物の対応に豊富な経験
を有する専門家と、日本の防災対策や廃棄物処理に携わっておられる関係者とで、災害廃棄物処理に
関する知見や情報を広く共有することを目的として、IETCは3月6日に「津波による災害廃棄物の処理なら
びに広域支援に関する海外･国内の知見の共有のセミナー」を大阪で開催し、GECはその開催支援を
行った。セミナーには、日本に事務所のある国連機関、自治体、研究機関、企業等から約50名が参加し、
UNEPが派遣した国際専門家による東北での視察結果等についての報告や意見交換が行われた。

UNEPでは、東日本大震災における関係機関や地元関係者の対応、震災で得られた経験・教訓など
の情報を共有することにより、今後、他の国々の自然災害での廃棄物やがれきの対応への備えや対策の
向上に役立てていく予定である。

EST（Environmentally 

Sound Technology）
『環境上適正な技術とは、環境
を保護し、代替となる技術に比
べ、より汚染をひき起こさず、より
持続可能なやり方で資源を使
い、廃棄物や製品のより多くをリ
サイクルし、より受け入れられる
やり方で取り扱う』と定義されて
いる（地球サミットの「アジェンダ
21」より）。

E-wasteのtake-back system

に関する国際ワークショップ
ワークショップでの発表資料は、
GEC及びIETCのウェブサイトに
掲載。

インフォーマルセクター
公的サービス部門以外で廃棄
物の収集・処理に携わっている
人。

ワークショップ参加者

開発途上国への技術的支援等の国際協力2011年度の活動

セミナーの様子

ワークショップの様子
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アジア太平洋地域におけるエコタウン*の概念の普及・適用

IETCは、経済発展の進む開発途上国において３Ｒや統合
的廃棄物管理を推進するとともに、持続可能な産業発展を促
進することを目的として、日本のエコタウンの概念をアジア太平
洋地域で普及・適用する取り組みを2004年から実施している。
GECは、IETC支援の一環として、開発途上国に対する日本の
エコタウンのリサイクル技術やシステムについての情報発信等
の活動を行っており、2009年度からは三井物産環境基金の助
成を受けて「開発途上国における資源循環型社会形成のた
めの環境技術データベース構築事業」を実施している。

2009年度にはIETCの活動対象であるマレーシア・ペナン
とインドネシア・バンドンでリサイクル技術のニーズ調査を行い、
2010年度にはこのニーズに合ったリサイクル技術を有する日本
のエコタウンの企業や自治体の調査を実施した。2011年度に
はこれらの結果を基にエコタウン環境技術データベースを作成
し、GECの環境技術情報データベースNETT21の新たなコン
テンツとして掲載した。新たに作成したデータベースには、リサイ
クル技術に関する情報とともに、企業や自治体によるリサイクル推進の取り組み、日本のリサイクル推進に
関する法律や自治体独自の制度の情報についても掲載を行った。
そして、このデータベース作成を機に、GECはマレーシア及びインドネシアでのエコタウンの形成・実施

に向けた政府・民間企業・NGOの情報や経験を共有することを目的としたエコタウン・ワークショップを
2011年12月7日にペナンで、12月9日にバンドンでそれぞれ開催した。
ペナン・エコタウン・ワークショップでは、GEC、ペナン州政府、ペナン島市政府、スブラン･プライ市政府、
ペナン研究所の主催、IETCの共催のもと、自治体・企業・地域団体・NGO・教育関係者など140名が参加
し、それぞれにおけるリサイクル推進や循環型社会の形成のための活動や取り組みの発表が行われた。
日本側からは川崎市、JETRO、パナソニック環境エンジニアリング（株）、キヤノン（株）、三井物産（株）の取
り組みが紹介され、現地参加者からの関心を集めた。
バンドン・エコタウン・ワークショップでは、GEC、バンドン市政府の主催のもとで、自治体・NGO・学校関係
者など30名が参加し、2010年9月21日にGECが開催したエコタウン・ワークショップの後の取り組みの進
展について、主にリサイクル推進のための地域活動や環境学習に関する情報共有が行われた。

「第8回アジア・太平洋エコビジネスフォーラム」への参加

GECは、2012年2月8日～9日に川崎市産業振興会館で川
崎市が開催した「第8回アジア・太平洋エコビジネスフォーラム」
に参加した。今回のフォーラムでは、エコタウンの取り組みにつ
いての海外の事例の情報共有のほか、スマートシティ、Rio+20

に向けたグリーン・エコノミーに関する問題提起、静脈産業の国
際展開、アジアの水質汚濁に係る法制度及び技術ニーズなど
に関するセッションが設けられた。GECは、今年度作成・公開し
たエコタウン環境技術データべースを紹介するとともに、日本の
エコタウンにおける自治体・企業・学術・市民の連携メカニズムの事例、日本のエコタウンの情報発信にお
ける課題・提言についての発表を行った。フォーラムには、マレーシア・ペナンより5名、インドネシア・バンドンよ
り4名が参加し、それぞれの都市におけるエコタウン形成促進に向けた自治体・NGO・企業の取り組みを
発表し、情報交換・交流が行われた。

ペナンエコタウンワークショップ

バンドンエコタウンワークショップ

エコタウン
日本では、地方自治体が地域の
独自性を踏まえた廃棄物の発
生抑制・リサイクルを推進し、あ
わせて地域の産業集積を活かし
た環境産業を振興する事業に
ついて、経済産業省・環境省に
より承認された地域のことを指
すが、海外では環境調和型の経
済社会形成を目指す地域など、
より広い意味で解釈される。

エコタウン環境技術データベース
GECウェブサイトの「NETT21」
に掲載（英文のみ）。

ペナン・エコタウン・ワークショッ
プ及びバンドン・エコタウン・ワー
クショップ
ワークショップでの発表資料は、
GECウェブサイトに掲載。

インドネシア

マレーシア

シンガポール

ブルネイ

フィリピン
ベトナム

タイ
カンボジア

インド洋

南シナ海

バンドン

ペナン

フォーラムの様子
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環境上適正な技術（EST）情報の普及促進

GECは、開発途上国に対する環境技術の普及・移転を目的として、1996年に日本の環境技術情報の
データベース（NETT21）を構築し、GECウェブサイトから情報を発信している。2011年度は、三井物産
環境基金の助成を得て、「日本のエコタウンで採用されているリサイクル技術」、「日本の企業・自治体によ
るリサイクル推進の取り組み」、「日本のリサイクル推進に関する法律や制度」に関する情報を新たなコン
テンツとして掲載したほか、日本の国土交通省の下水道技術開発プロジェクト委員会のもとで開発・評価
された「下水汚泥からの資源・エネルギー回収技術」の情報についても新たに追加した。また、既存のコ
ンテンツの更新も順次行っている。日本の環境技術についてはGECウェブサイトを通じた海外からの問い
合わせも多く、それらへの対応を通じて日本の環境技術の情報発信に努めている。

廃棄物管理に関する調査

IETCの廃棄物管理分野における活動を支援するため、GECは「廃棄物と気候変動」及び
「E-waste」に関する調査を実施した（調査委託先：（株）アーシン）。調査結果については、IETCに提供
する予定である。
【廃棄物と気候変動に関する調査内容】

• Waste to Energy（廃棄物やRDF*の焼却による廃棄物からのエネルギー回収）の導入にあたって
の指針案の作成

• 準好気性埋立処分場の概要と温室効果ガス排出抑制効果の整理
• 国内外の2R（リデュース・リユース）活動による温室効果ガス削減や廃棄物CDM事業の事例の収
集・整理

【E-waste（電気電子機器廃棄物）に関する調査内容】
• 我が国のE-wasteの回収・リサイクルの情報の収集整理など

■ NETT21（GEC環境技術情報データベース）と収録技術情報件数

大気汚染防止技術データベース （英文） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  133件
廃棄物対策技術データベース （英文） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  41件
水質汚濁防止技術データベース （英文） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  76件
オンサイト・グリーンテクニック（OGT） （和文・英文） ‥‥‥‥‥‥‥  各83件
大気モニタリング技術データベース （英文） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  83件
水質モニタリング技術データベース （英文） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  53件
クリーナープロダクション技術データベース （英文） ‥‥‥‥‥‥‥  235件
エコタウン環境技術データベース（英文） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  38件
下水汚泥からの資源・エネルギー回収技術データベース ‥‥‥‥‥  7件
業務用ビルにおける省エネルギー技術データベース （和文・英文） ‥  各69件
土壌・地下水汚染の調査・対策技術データベース （和文・英文） ‥‥ 各37件
最新環境装置データベース （英文） ＊協力：（社）日本産業機械工業会（JSIM） ‥  621件
（2012年5月1日現在） 合計1,476件 NETT21

RDF（Refuse Derived Fuel： 

廃棄物固形燃料）
生ごみやプラスチックごみなどの
可燃ごみを固形燃料にしたもの



ベトナム・ハロン湾環境改善草の根技術協力プロジェクト

ベトナム･ハロン湾は、同国北部のトンキン湾北西部に位置
し、1994年に国連教育科学文化機関（UNESCO）から世界
自然遺産として登録を受けた世界有数の景勝地であるが、現
在、環境汚染が進みつつあり対策が必要となっている。
本プロジェクトは、JICA草の根技術協力事業「ベトナム国ハ

ロン湾における住民参加型資源循環システム構築支援事業」
として、大阪府立大学と共同でハロン湾の水上生活者及び観
光船による湾内への排出負荷改善を図ることを目的とした活
動を実施するもので、事業期間は2009年10月～2012年9月までの3年間となっている。プロジェクトの
実施にあたっては、現地の関係機関（ハロン湾管理局、女性ユニオン、青年ユニオン）と協力して活動を
行っている。
■ 2011年度の活動
▼主な活動 ▼内容

マングローブの植樹 ハロン湾の環境保全に対する意識向上を図るとともに、
日本とベトナムの若い世代の交流も目的として、2011

年8月に現地の住民等の参加によるマングローブ植樹
を実施した。日本からはGEC職員、大阪府立大学、堺市
立高校の教員及び学生ら16名、ベトナムからは青年ユ
ニオン、地元の大学生、水上村の小学生とその父兄など
60名の計76名が参加し、ハロン湾内の島で5,000本の
マングローブの苗木の植樹が行われた。なお、植樹活動
は、家電・住宅エコポイント制度でGECに寄せられた環
境寄付金を活用して実施した。

ごみの減量化 生ごみコンポストを行うためのコンポストヤードを水上村
1村に建設したほか、練炭灰のセメント工場への運搬な
ど、水上村で発生する廃棄物の陸への運搬の試験実施
を行った。また、ごみ分別の定着を図るため、分別箱を水
上村１村の住民に配布するとともに、住民セミナーも開
催した。一方、観光船業者に対しては、船上での生ごみ
や排水の発生量の削減を図るため、船内で調理する食
材の陸上での下拵えを普及させることとして、環境啓発セ
ミナーを開催した。

排水対策 水上村における排水対策として、アクリルたわしを使用し
た食器洗いと適正な洗濯洗剤使用による洗剤使用量
の削減を普及することとして、住民リーダー研修や住民セ
ミナーを実施した結果、4つの水上村全村にて対策が実
施されるようになった。また、各水上村の住民同士の交
流が促進され、排水対策の普及活動の情報が交換・共
有されることにより、水上村全体で排水対策が定着する
ことを目的として、環境保全に関する水上村4村の住民
交流会を開催した。

環境教育 水上村の住民の環境意識の向上のため、水上小学校
で環境学習を継続的に実施してもらうこととして、環境
保全の大切さ、簡単な水質測定の方法、自分たちでで
きる排水対策についての小学生用及び教師用の「環境
教育テキスト」を作成し、４つの水上小学校全校でモデ
ル授業を行うとともに、先生に対する説明会を開催した。
「環境教育テキスト*」は、クアンニン省教育局から正式
なテキストとしての許可を得ることができた。

GEC 2011     5

ハロン湾の位置

水上生活者の集落

マングローブ植樹作業

水上村に建設されたコンポストヤード

住民セミナーでのアクリルたわしの
使い方の実演

水上小学校でのモデル授業

ハノイ

中国

ベトナム

ラオス
ミャンマー

カンボジア

タイ 南シナ海

ハロン湾

ハロン湾

環境教育テキスト（小学生用）

開発途上国における国際協力



6     GEC 2011

開発途上国への技術的支援等の国際協力2011年度の活動

▼主な活動 ▼内容

環境リーダーの育成 現地主導による自主的な環境活動の普及・促進を目的
として、2011年10月31日～11月11日に「環境活動リー
ダー育成研修」を大阪・滋賀で開催した。研修には、プロ
ジェクトの現地関係機関であるハロン湾管理局、女性ユ
ニオン、青年ユニオンより計4名を招聘し、講義や視察を
通じて、日本の自治体や企業による環境保全活動の取
り組み、市民参加や自治体・企業・市民の連携・協働に
よる環境保全の事例などについて学んでもらった。 環境活動リーダー育成研修（日本）

ベトナム・ホーチミン市統合的廃棄物管理・3R支援活動

2011年7月に「ベトナム社会主義共和国ホーチミン市人民委員会と日本国大阪市との主要分野にお
ける協力関係に関する覚書」が締結されたことを受け、GECでは、大阪市の要請に基づき、大阪 水・環
境ソリューション機構*などの関係機関と連携を図りながら、両都市間の廃棄物・3R分野における協力関
係構築を支援している。

2011年度は、2011年11月に現地調査を行うとともに、2012年2月16日にホーチミン市内で、「ホーチミ
ン市における統合的廃棄物管理セミナー」を開催した。（ホーチミン市天然資源環境局（DONRE）・大阪 

水・環境ソリューション機構との共催。大阪市・IETC協力）
本セミナーでは、今後の大阪市・ホーチミン市間の廃棄物・3R分野での協力のあり方が議論されたほ

か、在阪企業によりホーチミン市の廃棄物の課題解決に貢献しうる中間処理技術が紹介された。また、セ
ミナーの成果として、大阪市より提案のあった廃棄物・3R分野への協力の方向性（①ホーチミン市におけ
る廃棄物管理・3R政策策定支援、②ホーチミン市の廃棄物・3R関連職員の人材育成、③廃棄物・3R技
術の基礎調査団の派遣）が共同議長サマリーとして取りまとめられ、大阪市環境局及びDONREにより
署名された。

翌2月17日には在阪企業等を対象とした廃棄物処理関連
施設（埋立処分場、コンポスト施設および医療廃棄物処理施
設）の視察が行われ、ホーチミン市の廃棄物処理の現状への
理解を深めるとともに、現地廃棄物プラントの技術者との情報・
意見交換が行われた。

GECは、今回の共同議長サマリーを受け、今後も大阪市、在阪環境プラントメーカーやホーチミン市
DONRE等と連携しながら、ホーチミン市の廃棄物問題の解決、3Rの促進を支援していくとともに、大阪・
関西の廃棄物管理技術の海外移転に貢献していく。

廃棄物セミナー会議の様子

大阪 水・環境ソリューション機構
大阪市では、大阪・関西企業の
海外展開を支援することによる
地域活性化及び官民連携によ
る海外の水・環境問題の解決
に貢献するため、2011年4月
に関係局および経済団体から
成る「大阪市 水・環境ソリュー
ション機構」（OWESA: Osaka 

city Water & Environment 

Solutions Association)を設
立した（事務局：(財)都市技術
センター）。OWESAでは主に
①水・環境技術の海外プロモー
ション、②水・環境技術の海外
展開プロジェクトの形成・事業化
支援、③官民連携による事業受
託支援を行っている。
GECは関連団体の一つとして、
これまでの国際環境協力の実
績やUNEP等の国際機関との
ネットワークを活用しながら、特に
廃棄物分野での大阪・関西企
業の海外展開に協力している。

■ ホーチミン市における統合的廃棄物管理セミナー概要

第一部

第二部

第三部

政策対話
• UNEP/IETCによる基調講演（統合的廃棄物管理の紹介）
• 大阪市及びホーチミン市による廃棄物・３Ｒ政策
• ディスカッション

技術・ビジネスセッション
• ホーチミン市における中間処理技術
• 関西の環境プラントメーカーによる技術紹介
  （川崎重工業（株）、（株）神鋼環境ソリューション、（株）タクマ、
  日立造船（株）、（株）プランテック）
• ディスカッション

共同議長サマリー合意

医療廃棄物燃焼処理施設の視察
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地球環境問題に関する調査2011年度の活動

地球温暖化対策への貢献

地球規模での対応が必要な地球温暖化問題に対処するため、各国は1980年代末から国際交渉を
開始した。1992年にブラジル・リオデジャネイロで開催された「国連環境開発会議（地球サミット）」におい
て策定された「気候変動に関する国際連合枠組条約（UNFCCC）*」には多くの国が参加し、1997年に
京都で開かれた第3回UNFCCC締約国会議（COP3）で先進国のGHG削減目標値等を定めた京都
議定書が採択された。また、京都議定書では、その先進国の削減目標達成を支援するための仕組みとし
て、京都メカニズムと言われる柔軟性措置も規定されている。この京都メカニズムには、先進国と開発途
上国の協力の下で行われる「クリーン開発メカニズム（CDM）*」と先進国間の協力の下で行われる「共
同実施（JI）*」、先進国間での排出枠や炭素クレジットの取引（国際排出量取引）がある。　
京都議定書は2008～2012年の第一約束期間で達成すべき削減目標を規定しており、2013年以降

の削減目標等については2005年から議論が開始された。京都議定書には当時の世界最大のGHG排
出国であるアメリカの不参加、中国やインド、ブラジル等のGHG排出量の増加等を背景として、全締約国
が長期的な協力行動についての検討も開始された。しかし、その交渉では各国の利害が衝突し、2013

年以降の具体的な国際体制はいまだ明確に決まっていない。その過程で、日本は京都議定書第二約束
期間には削減義務を負わないことを表明し、京都議定書に代わる新たな国際枠組みの下で主要排出
国が公平に義務を負う体制の構築を主張している。

2013年以降の将来枠組みの交渉は、2011年のCOP17/CMP7*において、京都議定書第二約
束期間を2013年から開始するという決定とともに、2020年発効の新たな法的枠組みの交渉を開始し
2015年までにCOPで採択するという決定を含む、いわゆる「ダーバン・パッケージ」が採択され、今後の交
渉の動向が注目される。

GECは、1999年度以降環境省からの委託を受けて、京都議定書に規定された柔軟性メカニズム（京
都メカニズム）のCDM及びJIのプロジェクトに関する実現可能性調査を行う「CDM/JI事業調査」を実施
してきた。そのCDM/JI事業調査の事務局として、民間事業者等によるCDM/JI実現可能性調査（FS）
の進捗管理を行うとともに、有望なCDM/JIプロジェクトの発掘に資する情報や、複雑なCDM/JIの制度・
手順・規定等に関する情報を発信し、国内における情報普及啓発を通じて、地球温暖化対策に係る市
場メカニズムの活用に参加する国内事業者の拡大に努めてきた。
しかしながら、プロジェクトベースのCDM/JI制度では、大規模案件（GHG削減量が大きい案件）が初
期の段階で掘り尽くされ、比較的規模の小さい案件では民間投資の採算性を満たすことができないとい
う事態が多くみられるようになっている。また、特にCDMにおいては、GHG削減目標を有しない開発途上
国において実施され、当該プロジェクトが無かった場合に排出されていたであろう状況（ベースライン）とプ
ロジェクト実施後の排出量の差を、クレジットとして先進国の削減目標達成に活用できるとなっていることか
ら、CDMが無ければ（すなわち、CDMによるGHG削減クレジット（CER）による追加収益が無ければ）実
施されていなかったであろうということを証明することが求められる。この考え方は、CDMが無くとも実施さ
れるものに「追加的な」削減効果についてのみクレジットの対象とするという「追加性」という概念で、この
追加性の証明をCDMプロジェクト実施者に要求し、その妥当性を二重三重にチェックするというプロセ
スが組まれており、CDMプロジェクト実施の障害となっている。
クレジットを創出し、必要とするところに転売することを可能としたこれらの京都メカニズムは、民間投資
を呼び込むためインセンティブとなっているが、プロジェクト実施までのプロセスに長期間かかった上に、
上述の追加性証明が負担となり、あるいは追加性証明論法が認められず、実施に至らないという事例も
多い。さらに、民間主導プロジェクトであるため、ホスト国（開発途上国）側のプロジェクトオーナーは初期
投資の抑制を求め、したがって性能は良いが高価な日本製技術・設備等が採用されることが少なくなっ
ている。
日本政府は、日本の先進的な技術力で世界的なGHG削減に寄与しているが、CDMとしては実施でき
ないことが多く、クレジットという形にならないために国際的に適正に評価されていないとして、このような日
本の世界に対する貢献を適正に評価できる新たなメカニズムの構築を主張した。この主張は、「二国間オ
フセット・クレジット制度（BOCM）」としてUNFCCCにも正式に提案されている。
これらを受けて、2010年度にはCDM/JI事業調査（環境省委託事業）の中で、BOCMの制度構築
に貢献する具体的なケーススタディとして、「新メカニズム実現可能性調査」を試行的に3件実施した。
2011年度には実施件数を29件に拡大している。

気候変動に関する国際連合枠
組条約
（UNFCCC: United Nations 

Framework Convention on 

Climate Change）
気候変動枠組条約とも呼ばれ
る。本条約は、気候系に対して
危険な人為的影響を及ぼすこと
とならない水準において、大気
中の温室効果ガス濃度を安定
化することをその究極的な目的と
し、締約国に温室効果ガスの排
出・吸収目録の作成、地球温暖
化対策のための国家計画の策
定とその実施等の各種の義務
を課している。

CDM（Clean Development 

Mechanism: クリーン開発
メカニズム）
先進国（投資国）の資金・技術
支援により、開発途上国（ホスト
国）において温室効果ガスの排
出削減につながる事業を実施し
た場合、その排出削減量に対し
てCER（クレジット）が発行され、
先進国はCERを自国の排出削
減目標達成に用いることができ
る制度。

JI（Joint Implementation: 

共同実施）
先進国間の国際協力のもとで
温室効果ガス削減プロジェクト
を実施した場合に、ホスト国側
が排出削減量に見合うERU（ク
レジット）をAAU（排出枠の単
位）から転換して発行し、投資国
側がERUを自国の排出削減目
標達成に用いることができる制
度。

COP（Conference of the 

Parties to the UNFCCC: 気
候変動枠組条約締約国会議）
気候変動枠組条約の最高意思
決定機関。年に1回開催。

CMP（Conference of the 

Parties serving as the 

meeting of the Parties to 

the Kyoto Protocol: 京都議
定書締約国会合）
京都議定書の実施に関する最高
意思決定機関。年に1回開催。
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地球環境問題に関する調査2011年度の活動

■ 2011年度新メカニズム実現可能性調査案件*

▼分野

廃棄物管理

バイオマス利用

交通

再生可能
エネルギー

省エネルギー

新メカニズム実現可能性調査

環境省の委託を受けて、2011年度は新メカニズム実現可能性調査（FS）の公募、選定、進捗管理、
成果の公表等を行った。この新メカニズムFSでは、日本政府が提案している二国間オフセット・クレジット制
度（BOCM）の制度設計に資する調査成果を挙げることが期待されていた。

GECは、2011年4月28日から国内民間事業者等からの調査案件の公募を開始し、5月26日の応募
受付締切までに77件の提案を受け付けた。その後GECによる書面・ヒアリング審査と、柔軟性メカニズム
に係る有識者で構成される支援委員会による採択審査を経て、採択案件（29件）を選定・採択し、7月15

日から応募団体によるFSを実施した。

▼調査名

タイ・廃棄物管理部門における新メカニズム実現可能性調査

インドネシア・農産物加工工程からの廃棄物・廃水のエネル
ギー活用に関する新メカニズム実現可能性調査

マレーシア・食品残渣メタン発酵処理をモデルとしたエネル
ギー創出型廃棄物管理活動に関する新メカニズム実現可
能性調査

スリランカ・ヒマ産業群開発を通じた低炭素型産業構築に関
する新メカニズム実現可能性調査

タイ・バンコク大量高速輸送機関（MRT）ネットワーク整備に
関する新メカニズム実現可能性調査

ラオス・ヴィエンチャン都市交通整備に関する新メカニズム実
現可能性調査

インドネシア・ジャカルタ並びにベトナム・ハノイ及びホーチミン
における大量高速輸送機関（MRT）導入に関する新メカニ
ズム実現可能性調査

タイ・低風速対応型風力発電機導入による再生可能エネル
ギー開発促進に関する新メカニズム実現可能性調査

スリランカ・電力セクターにおける再生可能エネルギーを中心
とした電力ベストミックスに関する新メカニズム実現可能性
調査

コロンビア・地熱発電導入による再生可能エネルギー開発
促進に関する新メカニズム実現可能性調査

中国・大連市における節水型衛生機器普及による水使用量
削減に伴う省エネに関する新メカニズム実現可能性調査

中国・陝西省における制御系エネルギー管理システム
（EMS）導入による工場省エネ推進に関する新メカニズム
実現可能性調査

モンゴル・石炭火力発電所の複合的な効率改善に関する新
メカニズム実現可能性調査

モンゴル・地中熱ヒートポンプ等を活用した建築物省エネ推
進に関する新メカニズム実現可能性調査

タイ・炭素クレジット認証付ビルエネルギー管理システム
（BEMS）制度の構築を通じた省エネ推進に関する新メカニ
ズム実現可能性調査

インド・LED照明普及を通じた業務用ビル省エネ推進に関す
る新メカニズム実現可能性調査

インド・アルミ産業における高性能工業炉導入に関する新メ
カニズム実現可能性調査

メキシコ・低炭素型住宅と省エネ家電の普及による家庭部
門省エネ推進に関する新メカニズム実現可能性調査

南アフリカ・ビール飲料工場における省エネ活動を通じた原
単位法に基づく新メカニズム実現可能性調査

▼実施団体

パシフィックコンサルタンツ（株）

中外テクノス（株）

（株）市川環境エンジニアリング

（株）PEARカーボンオフセット・イニ
シアティブ

（一財）日本気象協会

（株）片平エンジニアリング・インター
ナショナル

（株）三菱総合研究所

四電エンジニアリング（株）

（株）エックス都市研究所

（株）三菱総合研究所

三菱UFJモルガン・スタンレー証券（株）

（株）安川電機

（株）数理計画

清水建設（株）

（株）山武

（株）日本総合研究所

（社）日本工業炉協会

（株）日本総合研究所

（株）リサイクルワン

2011年度新メカニズム実現可
能性調査案件
調査の詳細な報告は、GECの
ウェブサイトに掲載している。



▼分野

REDD+*

その他

新メカニズムFSでの調査項目は、リファレンスシナリオの設定、モニタリング手法、GHG排出量及び削減
量の算定方法、GHG排出削減効果の測定・報告・検証（MRV）手法、環境十全性確保の措置、ホスト国
における持続可能な開発への貢献等であった。
リファレンスシナリオとは、CDMでいうベースラインシナリオに類するものであるが、CDMでは「当該

CDMプロジェクトが無かった場合に最も起こりうるであろう状況」がベースラインであるのに対し、BOCM

のレファレンスシナリオではより広い解釈が認められうる。このリファレンスシナリオをどのように特定すべき
か、その際ホスト国の政策や状況、個別事情をどのように反映するのか、という点についての調査結果を
求めた。また調査対象の事業・活動に伴う排出量の定量評価において必要となるパラメータの簡易なモ
ニタリング方法も、制度が確立していないBOCMにおいては重要な調査対象であった。FSでは実際には
未稼働の案件を調査対象とするため実測ができないが、仮想状況下における様 な々前提条件・仮定条
件の下で試算することを調査では求めた。また、GHG削減効果を測定し、その測定結果を報告し、報告
された削減効果を第三者機関が検証すること、すなわち、測定（Measurement）、報告（Reporting）、
検証（Verifi cation）をどのように行うかについても本FSでは重要な調査項目であった。
なお、民間事業者等による調査実施を支援するために、技術分野別の専門家で構成するタスクフォー
スをGECの下に設置し、分野別（廃棄物管理、交通、省エネルギー、REDD+）にチームを構成して調査
実施団体に専門的見地からの調査実施方法等に関する助言を会合を通じて与える等の支援を行った。
また、BOCMが日本とホスト国の二国間協議の進展に依存するものであることから、ホスト国政府にお
けるBOCMに対する理解の促進と、その下での実施が想定される案件の具体的な内容に関する情報
共有を目的として、インドネシア、タイ、モンゴルの3ヵ国でホスト国委員会を開催した。ホスト国委員会は、各
国2回開催し、インドネシアとモンゴルについては現地で1回、日本（東京）に招聘して1回開催したが、タイ
については現地で2回開催した。ホスト国委員会には、その国でのFS調査実施団体も参加し、調査の内
容や進捗状況、結果等を紹介し、相互理解の深化と調査実施団体とホスト国政府の間の協力関係の
構築を促した。

2012年3月4日にFSを完了し、FS実施団体からFS報告書が提出された。このFS報告書は、調査の中
で得られた成果を詳細にまとめたものであり、その知見・経験を蓄積することが新メカニズム実現可能性
調査業務の目的の一であることを踏まえ、国内外へ情報発信するために、日本語版のみでなく英語版の
報告書をGECのウェブサイトに掲載し、BOCM構築のためのアウトリーチを行った。

▼調査名

インドネシア・中央カリマンタン州におけるREDD+に関する
新メカニズム実現可能性調査

インドネシア・ゴロンタロ州におけるREDD+とバイオ燃料生
産利用に関する新メカニズム実現可能性調査

インドネシア・ジャンビ州における泥炭乾燥による好気性分解
の抑制と稲作拡大に基づく籾殻発電に関する新メカニズム
実現可能性調査

カンボジア・プレイロング地域におけるREDD+に関する新メ
カニズム実現可能性調査

ベトナム・ソンラ省における荒廃地の植生回復・植林等によ
るREDD+と木質バイオマス発電に関する新メカニズム実現
可能性調査

ブラジル・アクレ州におけるREDD+に関する新メカニズム実
現可能性調査

アンゴラ・放棄産業植林地の植生回復によるREDD+と木
質チップ燃料利用に関する新メカニズム実現可能性調査

中国・雲南省における低濃度炭鉱メタン発電及びエネル
ギー効率改善に関する新メカニズム実現可能性調査

タイ・蓄電池を用いたピークカット電力利用と電気自動車導
入によるCO2削減に関する新メカニズム実現可能性調査

ベトナム・混合セメントへの高炉スラグ利用によるCO2削減に
関する新メカニズム実現可能性調査

▼実施団体

三菱UFJリサーチ&コンサルティング（株）

兼松（株）

清水建設（株）

（一社）コンサベーション・インターナ
ショナル・ジャパン

住友林業（株）

丸紅（株）

（株）あらたサステナビリティ

日本テピア（株）

みずほ情報総研（株）

（株）三菱総合研究所

REDD+

森林減少・劣化によるGHG排
出量の削減と森林による炭素
蓄積量の増進や持続可能な森
林管理等

インドネシア国との第1回ホスト
国委員会（東京）

タイ国との第１回ホスト国委員会
（バンコク）

モンゴル国との第1回ホスト国委
員会（ウランバートル）
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インドネシアにおける森林減少
の例
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地球環境問題に関する調査2011年度の活動

CDM/JI実現可能性調査

上述の新メカニズムFSと同様に、環境省の委託を受けて、CDM/JI実現可能性調査（FS）の公募、選
定、進捗管理、成果の公表等を行った。このCDM/JI FSでは、京都議定書で規定され、既に制度として
確立したCDM及びJIのプロジェクトを調査の対象とするものの、CDM・JIの課題解決及び更なる制度的
発展に寄与することに重点を置き、調査案件を公募した。具体的には、①新方法論開発又は方法論改
訂を行う案件、②標準化ベースライン開発を行う案件、③CDMプロジェクトの地理的不均衡是正に寄与
する案件、④プログラム型CDM/JI（PoA）案件の区分に合致する案件を募集対象とした。このうち、①②
③はCDMプロジェクトのみが対象である。

GECでは、新メカニズムFSと合わせて、CDM/JI FSの公募・選定プロセスを実施した。2011年4月28日か
ら国内民間事業者等からの調査案件の公募を開始し、5月26日の応募受付締切までに12件の提案（①1

件、②2件、③5件、④4件）を受け付けた。その後GECによる書面・ヒアリング審査と、CDM/JIを含む柔軟性
メカニズムに関して造詣の深い有識者で構成される支援委員会（新メカニズムFSの支援委員会と同一）に
よる採択審査を経て、採択案件（①1件、②1件、③3件、④1件の計6件）を選定・採択し、7月15日から応募
団体によるFSを実施した。なお、採択した調査は、すべてCDMプロジェクトを調査対象とする案件であった。

2011年度CDM/JI実現可能性
調査案件
調査の詳細な報告は、GECの
ウェブサイトに掲載している。

■ 2011年度CDM/JI実現可能性調査案件*

▼分野 ▼調査名 ▼団体名

① 新方法論開発

省エネ ベトナム・高効率エアコン導入に関する新方法論の開発を 三菱UFJモルガン・スタンレー
 伴うCDM実現可能性調査 証券（株）

② 標準化ベースライン開発

バイオマス利用 カンボジア・オフグリッド電力に関する標準化ベースライン
 開発を伴うバイオマス発電CDM実現可能性調査 

日本エヌ・ユー・エス（株）

③ 地理的不均衡是正

再生可能エネルギー スリランカ・ハンバントタにおける国際会議場向け風力発電
 CDM実現可能性調査 

高砂熱学工業（株）

廃棄物管理 バングラデシュ・家庭用バイオガスダイジェスター普及プログ　　　（株）PEARカーボンオフセット・
 ラムCDM実現可能性調査 イニシアティブ

 カザフスタン・ウスチカメノゴルスクにおけるブロイラー鶏糞
 燃料利用プログラムCDM実現可能性調査　　　　　　　　　

（株）エックス都市研究所

④ プログラム型CDM/JI（PoA）

交通 マレーシア・貨物輸送車両へのデジタルタコグラム導入による
 燃費向上プログラフCDM実現可能性調査 

日本通運（株）

CDM/JI FSでは、前述の通り、①新方法論開発又は方法論改訂を行う案件、②標準化ベースライ
ン開発を行う案件、③CDMプロジェクトの地理的不均衡是正に寄与する案件、④プログラム型CDM/JI

（PoA）案件の実現可能性の調査を、調査提案者が主体となって進めた。加えて、①区分のFSについて
は新方法論を開発し、CDM理事会に提出することを目指した調査を行い、②区分のFSについては標準
化ベースラインを開発し、ホスト国の指定国家機関（DNA）に提案できるように調査を進めた。③区分の採
択FS 3件のうち2件はPoA案件であり、そのうちの1件はプロジェクトの登録申請に必要となる有効化審
査の受審（現地訪問調査まで）についても調査の中で実施した。
①の新方法論開発は、CDMではCDM理事会の承認を得た方法論を適用する必要があることから、
承認済み方法論が存在しない場合、あるいは適用可能なように見えても適用条件が一部合致しなかっ
たり、理論的には適用可能であるが現実のプロジェクトを実施していくのに適合しなかったりといった場合
には、実際のプロジェクトに適用可能で、且つプロジェクトを実施するのに適した手法を含めた方法論を
新たに開発する必要がある。新たな方法論を開発することは、CDMの下では実施に至らないプロジェク
トについて、CDMとしての適格性を備えた上で、排出削減量に基づくクレジット（CER）に伴う追加的収益
を確保して、実施できるようにすることにつなげることとなる。これは、CDMの適格案件の範囲を広がること
となり、より広範な分野で多数のプロジェクトが実施されることが期待できる。
②の標準化ベースラインとは、CMP6で開発し適用することが認められたもので、ホスト国（群）に汎用

バングラデシュにおける家庭用
バイオガスダイジェスターの例

マレーシアにおける貨物輸送車両



● 　◆廃棄物管理　●バイオマス利用　◆省エネルギー　●交通　◆再生可能エネルギー　●その他
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的に適用されることが想定されている。CDMプロジェクトのベースラインとは、当該CDMプロジェクトが実
施されない場合に最も起こりそうなシナリオと定義されており、CDMプロジェクトによる排出削減効果を算
出するときの起点となる、非常に重要なものである。そのシナリオを同定するためには様 な々データ・情報
を整理・収集した上で証明する必要があり、基本的にはプロジェクト毎に設定し、その設定根拠も含めて
有効化審査や登録申請時のCDM理事会審議によって妥当性が判断される。しかし、後発開発途上国
（LDC）等では、データ整備がなされていない等、実際にCDMプロジェクトを開発しようとしても、ベースラ
インシナリオを特定するまでに多大な時間と労力、費用を要し、結果的にプロジェクトが実現しないというこ
ととなり、LDC等におけるCDMプロジェクトが実施されない原因の一つとなっている。この問題点を解決
することを期待して、標準化ベースラインの開発がCMPで決議された。標準化ベースラインでは、あるホス
ト国におけるベースラインシナリオを汎用的に定めることで、プロジェクト毎に設定しなければならなかった
ところを簡略化し、ひいては取引費用の低減に寄与して、CDMプロジェクトがより実施される可能性を高
めることが期待できる。
③の地理的不均衡とは、CDMプロジェクトが中国・インド・ブラジルで全登録件数の約75％を占めてい

て、いわゆる新興国に集中しているという問題を示す。LDCやアフリカ諸国でのCDMプロジェクトの増加
は、ケニア・ナイロビで開催されたCMP2以降CDMの課題として議論されているが、顕著な改善に至って
いない。この課題の解決に貢献することは、②の標準化ベースラインの開発等制度面での改善とともに、
実際にCDMプロジェクト登録件数が少ない国でのプロジェクト開発を支援していくことが重要である。こ
のような観点に基づいて、CDMプロジェクト登録件数が10件未満の国の案件を対象としてFSを実施し、
地理的不均衡を是正することにつながる案件の実現に寄与する。
④のプログラム型案件（PoA）は、プログラムの下で多数のプロジェクトを追加していく一連の流れを、大

きな一つのCDM/JIプロジェクトとして適格とするものである。極小規模のプロジェクトは、そのプロジェクト
毎に有効化審査に合格し、またそのためにはベースラインシナリオを同定する必要があり、事業採算性等
の面でなかなか実施が難しいとされてきたが、それらを克服するための方策として大きなプログラムについ
て有効化審査を通れば、その後はそのプログラムへの追加基準に反しない限り各プロジェクトは順次追
加（追加数の上限にも制限なし）できるという、PoA（Programme of Activities）がCDM/JIで認められ
た。しかし、PoA案件は当初期待されたほどには案件数が伸びておらず、また極小規模の案件は地域住
民の生活に密着した案件であることが多いことからも、PoA案件の増加が望まれる。しがたって、PoA案
件を開発・実施し、さらにそのプログラムの下に追加されるプロジェクトを増加させていくことで、より大きな
GHG排出削減効果を確保することが期待される。

CDM/JI FSも、2012年3月4日に完了し、FS実施団体からFS報告書が提出された。このFS報告書
は、調査の中で得られた成果を詳細にまとめたものであり、その知見・経験を蓄積することが本業務の目
的の一であることを踏まえ、国内外へ情報発信するために、日本語版のみでなく英語版の報告書をGEC

のウェブサイトに掲載した。また、新方法論1件がCDM理事会に承認申請が提出され、標準化ベースライ
ン1件がホスト国の指定国家機関（DNA）に提案された。

ホスト国別 登録件数
（ 年 月 日現在）

中国 件

インド 件

ブラジル 件

ベトナム 件

メキシコ 件

マレーシア 件

インドネシア 件

タイ 件

韓国 件

フィリピン 件

その他 件
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地球環境問題に関する調査2011年度の活動

気候変動対策に関する情報普及啓発

新メカニズムFS及びCDM/JI FSの内容や成果を含め、気候変動対策やその国際会議での議論等を
広く情報普及啓発するために、GECは国際会議での情報収集や、シンポジウムやイベント等の開催、ウェ
ブサイトを通じた情報発信を行った。

◎国際会議等での情報収集
GECは、UNFCCCの第34回補助機関会合（SB34、2011年6月6日～17日、於 ドイツ・ボン）や第17

回締約国会議（COP17、2011年11月28日～12月10日、於 南アフリカ・ダーバン）、また2011年10月にパ
ナマで開催された特別作業部会（AWGs）会合に参加し、柔軟性メカニズム等に関する気候変動緩和
のための方策に関する国際交渉の動向やその他最新情報の収集を行った。

◎温暖化対策シンポジウム2011「開発途上国における新メカニズムの実現可能性を探る」の開催
GECは環境省と共同で、温暖化対策やそのための新メカニ

ズムに関する最新情報を広く提供し、かつ前年度のCDM/JI 

FS結果を報告するために、2011年9月21日に砂防会館別館
（東京）、9月22日に大阪歴史博物館にて、「温暖化対策シン
ポジウム2011」をそれぞれ開催した。東京会場では195名、大
阪会場では72名の参加者を得て、新メカニズムに関する国際
交渉の動向と日本の提案、そのための情報普及促進活動や実
現可能性調査による制度構築支援等が発表され、2010年度
の新メカニズムFS及びCDM/JI FSの調査結果報告も合わせて行われた。

◎新メカニズム実現可能性調査シンポジウム2012「二国間オフセット・クレジット制度（BOCM）構築
に向けて」の開催
GECは環境省と共同で、COP17での新メカニズムに関する
交渉・決定に関する最新情報を広く提供するとともに、2011年
度の新メカニズムFSの調査成果を報告するために、2012年2

月27日にイイノホール（東京）にて「新メカニズム実現可能性調
査シンポジウム2012」を開催し、約200名の参加者を得た。こ
のシンポジウムでは、将来の実現可能性調査の質・量の向上を
確保するために、新メカニズム及びCDM/JI等に関する国際交
渉の結果・最新動向の紹介とともに、本年度の実現可能性調
査進捗管理の教訓を踏まえて環境省に行った実現可能性調査の改善提案を発表した。

◎UNFCCCセッションにおける公式サイドイベントの開催
SB34において、GECは環境省及び社団法人海外環境協
力センター（OECC）と共同で、会期6日目（6月11日）に公式サイ
ドイベント「新メカニズム実現可能性調査（FS）の初年度成果：
交通分野におけるラオス-日本間協力に基づくFSの実施」を開
催した。このサイドイベントでは、2010年度に実施した新メカニ
ズム実現可能性調査プログラムとその下で実施した3件の新メ
カニズム実現可能性調査の概要について説明し、そのうち「ラ
オス・交通NAMA*実現可能性調査」について具体的に取り
上げ、その成果と将来的な事業化への道程を深掘りするために、ラオス政府関係者による同国における
気候変動対策と持続可能な都市交通への取り組みについての発表、及び同FSを実施した三菱UFJモ
ルガン・スタンレー証券株式会社による調査成果の報告を行った。また、環境省における新メカニズムへの
取り組みと、OECCによる新メカニズム情報プラットフォームの紹介も行った。
また、COP17において、GECは環境省、OECC、独立行政法人国際協力機構（JICA）及び慶應義塾
大学と共同で、会期2日目（11月29日）に公式サイドイベントを開催した。同サイドイベントには各国政府関
係者や専門家など70名以上が参加し、活発な議論が行われた。GECからは2011年度の新メカニズム

東京会場の様子

新メカニズム実現可能性調査シンポジウム2012

SB34サイドイベント（ドイツ・ボン）

NAMA（Nationally 

Appropriate Mitigation 

Actions by developing 

countries）
開発途上国の個別事情に応じ
た形で実施される気候変動緩
和のための行動。COP13のバ
リ行動計画の中で初めて言及
された。COP15のコペンハー
ゲン合意では、開発途上国は
NAMAのリストを提出するよう
求めている。COP16のカンクン
合意には、NAMA登録簿の創
設が盛り込まれており、支援を得
たいNAMAはこの登録簿に掲
載し、資金とのマッチングが行わ
れることとされている。



FSの成果として期待される知見を紹介し、そのうちの1件である
「南アフリカ・ビール飲料工場における省エネ活動を通じた原
単位法に基づく新メカニズム実現可能性調査」を具体例とし
て、その中で検討している項目や想定される調査結果等につい
て、同FSに参加している有限会社クライメート・エキスパーツか
ら発表を行った。また、緩和だけでなく適応、開発途上国でのイ
ンベントリ構築に対する日本の支援や、気候変動問題に対する
高等教育機関でのプログラムについても紹介した。

◎UNFCCCセッションにおける情報発信活動
SB34において、GECは主催サイドイベント等での配布を目的として、2010年度の新メカニズムFS 3

件の調査結果の概要を英文で取りまとめたブックレット「Japan's Initiative toward Establishment of 

New Mechanisms: Lessons Learnt from Case Studies 2010」を作成した。
また、COP17においては、公式ブースをIGESと共同で出展し、2011年度の新メカニズムFS及び

CDM/JI FSの紹介をポスター掲示等を通じて行うとともに、調査案件の概要を取りまとめたブックレットを作
成し、SB34での配布のために作成したブックレットと合わせて配布し、広く国際的な情報発信に努めた。

◎その他の情報普及啓発活動
2012年2月15日～17日に、インドネシア・バンドンで開催された第2回アジア・カーボン・アップデート・フォー

ラムにおいて、GECは財団法人地球環境戦略研究機関（IGES）及びインドネシア国家気候変動評議
会（DNPI）と共同で、パラレルセッション「炭素市場メカニズムの最新動向（Carbon Market Update 

Mechanism）」を開催した。このパラレルセッションでは、IGESによる市場メカニズム関連能力開発プログ
ラムの紹介、インドネシアにおける国内排出量取引制度の紹介とともに、GECから新メカニズムFSのインド
ネシア案件の調査結果について報告した。

GECはさらに、ウェブサイトを通じて、国際会議（UNFCCCセッション等）で収集した情報をとりまとめ、そ
の分析結果を紹介するとともに、主催イベントの開催結果やFSの調査結果、関連する出版物等も掲載し
て、広く情報普及を行っている。

大阪CDMネットワーク事務局業務

GECは、民間企業等が会員として参加する大阪CDMネット
ワーク（O-CDM）の事務局を務めている。大阪CDMネットワー
クは、在阪企業のCDM事業への積極的な参画を促すために、
2004年2月に財団法人オイスカ関西総支部及び財団法人大
阪市都市型産業振興センターとGECが共同して設立したネッ
トワークで、研究会による情報提供・意見交換や実践的な活動
の場の提供を目的として活動を行っている。2008年には、日常
生活・経済活動において回避不可能なCO2等の温室効果ガス
（GHG）の排出を他の場所で実現した排出削減効果等で相殺（その際クレジット等を活用）する、カーボ
ンオフセットを普及させるための「大阪カーボンオフセット・コンシェルジュ（OCONOMI）」活動を発足させ、
低炭素社会実現のための取り組みを行っている。

2011年度GECはO-CDM事務局として、以下の活動を運営した。
• 新メカニズム（BOCM）に関する会員向け勉強会の実施
• COP17の結果を報告する「大阪カーボン・カンファレンス2011」の開催
• カーボンオフセット事例集の素案作成
• ウェブサイトを通じた情報発信・問い合わせ対応
また、2010年度までは会員を団体に限定していたが、個人会員等の受け入れも可能とするために、

O-CDM会則を改正し、団体対象の「本会員」と個人対象の「賛助課員」の2種の会員区分を設ける
等、O-CDM運営をより円滑にし、O-CDM活動が充実するための取り組みを行った。

大阪カーボン・カンファレンス2011

COP17サイドイベント（南アフリカ・ダーバン）
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環境技術等に関する研修2011年度の活動

カントリーレポート
研修員がそれぞれの国における
環境行政システム、環境状況な
どについてとりまとめた報告書。
研修コースの最初にその報告
会を開催し、これによって研修員
の問題意識と講師等との認識
ギャップを少しでも小さくすること
を目的としている。

アクションプラン
研修終了時、研修によって得ら
れた知見をもとに、研修員が自
国の環境改善について行動計
画を立てるもの。これについても
発表会を開催し、聴講者（主とし
て講師等）が助言を行い、より現
実性のあるプランになることを目
指している。

日墨戦略的グローバル・パートナー
シップ研修計画／環境汚染総合
対策コース
日本とメキシコの青年の相互留
学を通じた両国間の相互理解
と友好親善を目的とした「日墨
交流計画」に基づき、2010年よ
り日墨交流計画「環境汚染総
合対策」研修として開始した。
2011年より、現在の名称に変
更された。技術研修期間は約
7ヶ月間と比較的長期である。

大都市地域環境政策・環境
マネージメントシステムコース
1995年「環境管理セミナー」と
して開始。2002年度から環境
マネージメントシステムに係る科
目を充実、さらに2009年度から
は大都市特有の環境問題に特
化した内容として、現在のコース
名に変更された。

（独）国際協力機構（JICA）集団研修事業

JICAからの委託を受け、開発途上国の技術者や行政官を対象に下記の5コースの研修を実施した。
なお、2010年度から開始した、日本とメキシコ（墨）の両国の学生・若年技術者等を相互に受け入れる研
修、「日墨戦略的グローバル・パートナーシップ研修計画（旧称：日墨交流計画）／環境汚染総合対策」
コースも引き続き実施し、2011年度は2名の研修員が参加した。
各コースにおいて、研修開始時には「カントリーレポート*」が発表され、各国の問題を共有するとともに、
研修終了時には「アクションプラン*」の発表が行われ、帰国後の研修員の活動目的を明確にした。
開発途上国から要請の多いコースについては、ニーズの変化へも対応できるよう、関係機関と調整し

ながら引き続き研修を継続する。また、今後、ますます拡大が予想される新たな研修需要へも対応できるよ
う、研究機関及び関係機関との連携を強化していく。

▼研修期間 ▼研修員 ▼内容

日墨（メキシコ）戦略的グローバル・パートナーシップ研修計画／環境汚染総合対策コース

2011年 2名
5月6日～ メキシコ（2）
12月9日 

大都市地域環境政策・環境マネージメントシステムコース*

2011年 6名
6月13日～ インド（1）
7月29日 インドネシア（2）
 コソボ（1）
  メキシコ（2）
 

地方自治体における都市廃棄物処理コース*

2011年 7名
8月22日～ ウルグアイ（2）
10月19日 キューバ（2）
 コロンビア（1）
 フィジー（1）
 マケドニア（1）

【目的】 研修員の総合的な環境汚染対策の
能力向上を目的とし、複数のJICA集
団研修に参加することで、幅広い分
野の講義・視察等から、それぞれの目
的に応じた知識や経験を習得する。

【協力機関】 大阪市立大学、大阪市立環境科
学研究所、大阪湾広域臨海環境整
備センター（フェニックス）、大阪市港
湾局など

【講義】 環境政策の枠組み、都市廃棄物処理概論、自動車公害対策概論、鉱山廃
水対策概論、都市熱環境など

【見学】 海面埋立処分場、大阪市立大学植物園、水俣病資料館など

【目的】 環境政策の枠組み、環境マネージメン
トシステム、環境アセスメントの手法、
企業の指導方法、地域住民の啓発
手法など、より実務的・実践的な手法
について修得する。

【協力機関】 大阪市環境局、京都市、国連地
域開発センター、国連大学、金蘭千
里大学、関西学院大学、鯰江東小学
校、（株）クボタ、リマテック（株）など

【講義】 日本・大阪市の環境行政、環境マネージメントシステム、環境影響評価、環境
政策と社会経済システム、気候変動対策など

【見学・実習】 ごみ焼却場、リサイクル選別センター、内陸型埋立処分場、下水処理
場、食用廃油燃料化施設、小学校での環境教育活動、亜臨界水廃棄物再
資源化施設など

【目的】 各国の廃棄物処理計画の策定と処
理事業の実施におけるリーダーあるい
は中核として活躍できる人材を育成
する。

【協力機関】 大阪市環境局、福岡大学他、大
学、国立環境研究所、国際航業(株)

など
【講義】 廃棄物処理概論、衛生埋立技術概

論、産業廃棄物処理計画など
【見学・実習】 ボランティア美化推進活動への参加、リサイクル施設、ごみ焼却工場、

産業廃棄物処理施設など

北港埋立処分場見学

開発途上国の人材育成

下水処理場の見学

研究所での実習

地方自治体における
都市廃棄物処理コース
1992年「都市廃棄物対策コー
ス」として大阪市環境事業局
（当時）が開始。1999年度よ
り名称を「都市廃棄物処理コー
ス」に変更。2008年度からは
廃棄物行政の実務を担う自治
体の役割に焦点を当てた「地方
自治体における都市廃棄物処
理コース」として新たにスタート
した。
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中南米鉱・工業による廃水汚染
対策コース
2007年度から地域別研修とし
て鉱工業の開発が著しい中南
米を対象に実施。日本の鉱工
業からの事例を学び、参加各国
間の情報・問題・解決方針の共
有・意見交換を通して自国の問
題点を分析し、解決に向けた政
策・対策を立案する。

都市における自動車公害対策
コース
2009年度から3年間の予定で
開始。環境対策技術と都市交
通対策の双方から、地域の実状
に合わせた自動車公害対策の
政策立案を目指す。2009年度
は両分野の横断的な研修を実
施。2010年度は環境対策技術
分野、2011年度は都市交通対
策を重点に実施した。

フォローアップセミナー
ネットワークメンバーの多い国に
おいて、その国のニーズを反映し
たテーマについて開催する現地
セミナー。（2008年度までは「ワ
ンディセミナー」として開催。）
1999年3月：フィリピン、タイ
2000年1月：ベトナム、マレーシア
2001年2月：インドネシア
2002年3月：エジプト
2005年3月：タイ
2007年3月：キューバ
2008年3月：フィリピン
2009年3月：インドネシア
2010年2月：ペルー
2011年3月：ベトナム
2012年3月：モンゴル

▼研修期間 ▼研修員 ▼内容

都市における自動車公害対策コース*

2011年 13名
10月3日～ エジプト（3）
11月18日 スリランカ（3）
 パキスタン（1）
 フィリピン（1）
 モンゴル（3）
 ラオス（2）

中南米鉱・工業による廃水汚染対策コース*

2011年 22名
11月16日～ アルゼンチン（6）
12月16日 キューバ（3）
 コロンビア（3）
 コスタリカ（3）
 ペルー（3）
 ボリビア（2）
 ベネズエラ（2）

【目的】 対象国において、環境対策技術及び
都市交通対策の双方の視点から、都
市の自動車排出ガスによる大気汚染
問題の解決に向けた自動車公害防
止計画等を策定・実施する。

【協力機関】 大阪市立大学、大阪市環境局、
港湾局、国土交通省、（一社）日本自
動車連盟（JAF）、（財）日本車両検査
協会、（株）数理計画など

【講義・実習】 都市交通と環境、自動車交通対策、運輸部門コベネフィット型CDM事
例、運転手教育（エコドライブ実習）など

【見学】 交通管制システム、地域協働による道路計画事例、交通需要マネジメント
（TDM）取り組み事例など

【目的】 対象国において、鉱工業産業からの
排水に含まれる有害物質を起因とす
る環境破壊や公害の発生を抑止する
効果的な対策・政策を立案する。

【協力機関】 大阪市環境局、建設局、国立水
俣病総合研究センター、南丹市八木
バイオエコロジーセンター、国際資源
大学校、住友金属鉱山（株）、関電ジ
オレ（株）など

【講義】 有害金属対策、土壌汚染対策、工場排水規制、鉱山保安法など
【見学】 鉱山、土壌汚染対策事例、重金属排水処理施設など

鉱山廃水処理施設の見学（旧松尾鉱山）

JAFエコドライブ実習

GEC海外研修員ネットワーク事業

GECは、JICA研修修了者へのフォローアップと的確な開発
途上国ニーズの把握を目的として、1998年度から「GEC海外
研修員ネットワーク」を構築しており、会員（研修修了者）を対象
にした機関紙「GEC PLAZA」やメールマガジン「Connect the 

World」の発行、フォローアップセミナー*の開催等を通して、情
報交換によるネットワークの強化を進めてきた。

2011年度は、フォローアップセミナーの開催地として、近年、
大気汚染状況が深刻となっているモンゴル国ウランバートル市
を訪問した。2009年度から2011年度まで3年間実施してきた
JICA研修「都市における自動車公害対策」コースに参加した
研修員の自国での活動をサポートするため、JICAの支援のも
と、2012年3月4日～10日にかけて、現地セミナーの開催及び
大気汚染の現状やその対策の進捗状況について視察を実施
した。3月6日にウランバートル市内のホテルで実施したセミナー
には、JICA研修の修了者を始め、約50名が参加し、日本側か
らは、現在ウランバートル市で実施されているJICA技術プロ
ジェクト「ウランバートル市大気汚染対策能力強化プロジェクト」の紹介や「大阪市の大気汚染ケーススタ
ディ」、また「大気汚染物質の環境基準と健康影響評価」といった本邦研修でも紹介したトピックを発表
し、ウランバートル市の大気汚染対策に携わっているより多くのスタッフへの知識の普及に努めた。研修修
了者からはウランバートル市において現在、取り組まれている様 な々大気汚染対策の事例が紹介された。
また、3月7日及び8日に実施した現地視察では、ウランバートル市交通管制センターや大気モニタリングス

フォローアップセミナー

ウランバートル市交通管制センター



環境技術等に関する研修2011年度の活動

テーション、また、市内中心部に年々、増加しているモンゴルの伝統的住居「ゲル」を訪問し、ウランバート
ル市の主要な大気汚染の原因のひとつとされているゲルストーブの実態を視察するなど、現地の大気汚
染対策の現状や、必要とされる技術に関する正しい認識を得ることに寄与した。

GECは今後もこのようなフォローアップ活動を通じて、開発途上国の持続可能な発展を支援していく。

■ GEC海外研修員ネットワークメンバー分布図 （ネットワーク数：114カ国、1,316名／2012年3月31日現在）

■ GEC海外研修員ネットワーク事業の拡充

1998年 ワンディセミナーの実施や、広報誌の発行などを開始

2001年5月 インターネット掲示板 GEC Information Board 本格運用開始

2002年4月 大阪市が実施する環境関連の4コースのJICA研修員が、GECネットワークへ参加開始

2003年5月 研修テキストを掲載開始

2004年4月 カントリーレポート、投稿レポート、アルバムを掲載開始

2005年4月 ウェブサイト名を「JICA-GECネットワーク」に改称

2007年1月 メールマガジン「Connect the World」を発行開始

2009年3月 研修員からの質問を掲載開始

オセアニア地域 名

欧州地域（ 諸国含む） 名

中東地域 名

アフリカ地域 名

中米・カリブ地域 名

南米地域 名

アジア地域 名

環境マネジメントシステムの研修

内部環境監査員養成コースの実施 ‥‥ GECでは、企業や行政等の内部環境監査の担当者を対象と
した「内部環境監査員養成コース」を設置しており、それらの環境マネジメントシステムの構築・運営に必
須の講習を行っている。2011年度は12名が受講した。

環境マネジメントシステム（EMS）の普及
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広報活動

2011年度は、IETCや大阪市等関係者の協力を得つつ、GEC及びIETCの存在や事業内容について
市民に理解してもらうための広報活動を行うとともに、気候変動に対する市民の理解を深めるためのシン
ポジウム等を開催した。

▼日時

5月25～27日

6月4～19日

6月11･12日

7月

7月5～7日

9月

9月11日

9月

10月1･2日

10月8日

10月23日

10月29･30日

10月

2月4･5日

2月

3月

※備考欄の「共同」はIETCとの共同実施事業。

▼イベント名

中小企業総合展
（インテックス大阪）

大阪市環境月間行事「環境展」
（大阪市立環境学習センター）

ECO縁日2011
（大阪市・花博記念公園鶴見緑地）

2010年度年次報告書（和文）発行

Water Expo 2011
（シンガポール）

ニューズレター（和文）発行

鶴見区民まつり
（大阪市・花博記念公園鶴見緑地）

2010年度年次報告書（英文）発行

グローバルフェスタJAPAN 2011
（東京都・日比谷公園）

ECOフェスティバル ガレージセール･イン・
OSAKA TOWN（大阪城公園）

生物多様性シンポジウム

エコアートフェスタ大阪2011
（大阪市・天保山ハーバービレッジ）

ニューズレター（英文）発行

ワン・ワールド・フェスティバル
（大阪国際交流センター）

ニューズレター（和文）発行

ニューズレター（英文）発行

▼備考

展示

展示
共同

展示
共同

出版

展示

出版

展示
共同

出版

展示

展示
共同

共同

共同

出版

共同

出版

出版

広報・普及啓発2011年度の活動

▼内容

GECのパネル展示（大阪市 水・環境ソリュー
ション機構のブース内に展示）

GEC・IETCのパネル展示

GEC・IETCの活動紹介、環境クイズの実施

2010年度の事業実績報告

NETT21のパネル展示・パンフレット配布
（大阪市 水・環境ソリューション機構のブー
ス内に展示）

2011年2月～7月の取り組み紹介

GEC・IETCの活動紹介

2010年度の事業実績報告

GECの活動紹介

GEC・IETCの活動紹介

GEC・IETCの活動紹介

GEC・IETCの活動紹介

2011年2月～7月の取り組み紹介

GEC・IETCの活動紹介

2011年8月～2012年1月の取り組み紹介

2011年8月～2012年1月の取り組み紹介
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鶴見区民まつり（大阪） ECOフェスティバル（大阪）グローバルフェスタ（東京）

ワン･ワールド･フェスティバル（大阪）
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広報・普及啓発2011年度の活動

普及啓発活動（国内）

▼日時

7月8日

7月15日

9月21、22日

2月4日

2月27日

3月6日

※備考欄の「共同」はIETCとの共同実施事業。「支援」はUNEP支援事業。

▼イベント名

JICA海外研修員と小学生との共同
水質分析
（大阪市立鯰江東小学校）

電気電子機器廃棄物（E-waste）の
回収システム（Take-back System）
に関する国際ワークショップ
（大阪市・鶴見ノ森迎賓館）

温暖化対策シンポジウム2011
（東京：砂防会館）
（大阪：大阪歴史博物館）

ワン･ワールド･フェスティバル
トークサロン「UNEPを知ろう！ 国際
環境協力を知ろう！」
（大阪国際交流センター）

新メカニズム実現可能性調査シン
ポジウム2012「二国間オフセット・
クレジット制度（BOCM）構築に向
けて」
（東京イイノホール）

津波による災害廃棄物の処理なら
びに広域支援に関する海外・国内
の知見の共有のセミナー
（GEC会議室）

▼備考

環境教育

セミナー
支援

シンポジウム

サロン
共同

シンポジウム

セミナー
支援 

▼内容

大阪市の小学生がJICA海外研修員とのふ
れあいを通じて国際的な理解や水環境問題
への関心を高めた

E-wasteの回収システムに関する国内外の
多様な関係者の取り組みを紹介
（参加者：57名）

• 新メカニズムやCDMに係る国内外の最新
の動向に関する情報提供

• 平成22年度実現可能性調査の結果紹介
• 今後の新メカニズムやCDMのあり方に関
する議論

（参加者：東京195名、大阪72名）

• UNEP、IETC、GECの紹介
• ウォーターフットプリントとくらしの関わり
• 途上国の廃棄物問題の現状
• ベトナム･ハロン湾での活動

• BOCMを含む新メカニズムの国際交渉の
最新情報の提供

• BOCM FSの今後の方向性の提示
• 平成23年度新メカニズム実現可能性調
査の結果報告

（参加者：176名）

専門家による東北での視察結果等について
の報告や意見交換
（参加者：約50名）

小学生との共同水質分析 「ワン･ワールド･フェスティバル」での
トークサロン（大阪）

温暖化対策シンポジウム2011

（大阪会場）
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UNEP関連図書やGECの各種報告書等の登録・整備を進
めて図書室の充実に努めるとともに、利用拡大を図るためGEC

で所蔵しているUNEP関連図書リストのホームページ上で公開
している。
【2012年3月31日現在：蔵書数7,529冊（内UNEP 663冊）】

図書室の利用について
開館日は火・金曜日（祝日およ
び年末年始を除く）の10：00～
12：00、13：00～17：00。来館に
よる利用は予約制で、閲覧と複
写が可能。なお、貸出は行って
いない。

図書整備・管理

普及啓発活動（海外）

▼日時

6月4日

10月4日

11月29日

12月7日

12月9日

2月16日

▼イベント名

SB34公式サイドイベント
“First Findings of New 
Mechanisms FS –based on 
Lao-Japan Cooperation in 
Transport Sector–”

（ドイツ・ボン ※環境省、OECCと共催）

Low Carbon Eco-city 
Development –Sustainable 
Decision Support Model on 
Waste Management–
（インドネシア・ジャカルタ）

COP17公式サイドイベント
“Mitigation and Adaptation 
Planning in Developing Countries 
and Japan’s Cooperation”

（南アフリカ・ダーバン  ※環境省、
JICA、OECC、慶應義塾大学と共催）

Penang Eco-town Workshop
（マレーシア・ペナン）

Bandung Eco-town 
Evaluation Workshop
（インドネシア・バンドン）

ホーチミン市における統合的廃棄
物管理セミナー
（ベトナム・ホーチミン）

▼備考

セミナー

セミナー

セミナー

ワークショップ
共同

ワークショップ

セミナー
共同

▼内容

新メカニズム実現可能性調査（FS）の初年
度成果：交通分野におけるラオス-日本間協
力に基づくFSについて紹介

インドネシアにおける廃棄物に関する地域の
具体的取り組みの紹介。GECはエコタウン・
データベース及び日本におけるリサイクルの
取り組みを紹介。

開発途上国における気候変動緩和・適応策
と、その取り組みを促進する日本の協力活動
について紹介。GECは『市場メカニズムの効
果の強化』の部を担当し、FSの概要と具体
案件（南アフリカ・ビール工場省エネの新メカ
ニズム実現可能性調査）を紹介。

• GECのエコタウン･データベース等の紹介
• IETCの廃棄物分野の活動紹介
• ペナン･バンドン･川崎市のエコタウンの取
り組みの紹介

• 日系企業・マレーシア企業による環境技術･
リサイクルビジネスの紹介

• GECのエコタウン･データベース等の紹介
• 川崎市エコタウンの紹介
• バンドンでのエコタウンの取り組みの経過
及び市民･行政･企業の連携による環境
活動の報告

• バンドンでの取り組みのさらなる推進に関
する討議

• 今後の大阪市・ホーチミン市間の廃棄物・
3R分野での協力のあり方に関する議論

• 日本の廃棄物処理技術の紹介
• 共同議長サマリーの策定

図書室
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その他2011年度の活動

GECの発行物
PDF形式の発行物は、GECの
ウェブサイトに掲載している。

●1

●2

●3

●4

●5

●6

2011年度の発行物
▼発行物名 ▼内容 ▼様式 ▼大きさ／頁・発行年月

ベトナム・フォローアップセミナー 2011年3月にベトナムで実施したフォロー 
冊子

 A4／106頁
報告書 アップセミナーの内容をまとめたもの 　 2011年5月（日本語版）

Japan’s Initiative toward  
2010年度の新メカニズムFS 3件の調査

Establishment of New  
結果の概要（SB24サイドイベント当日の配

 冊子 A4／22頁
Mechanisms: Lessons Learnt  

布資料）
 PDF 2011年6月（英語版）

from Case Studies 2010

地球温暖化対策メカニズムの
 2010年度新メカニズム・CDM実現可能性 

冊子 A4／51頁
活用に向けて

 調査の調査結果概要（温暖化対策シンポ 
PDF 2011年9月（日本語版）

 ジウム当日の配布資料）

Waste Recycling 
 2011年度のエコタウン環境技術データベー  

Technologies Adopted in 
 ス構築事業で作成した日本のエコタウンで 

PDF
 A4／52頁

Eco-towns in Japan
 採用されている廃棄物リサイクル技術に関  2012年3月（英語版）

 する冊子

Initiatives of Local  2011年度のエコタウン環境技術データベー  

Governments for Promoting  ス構築事業で作成した日本の地方自治体  A4／48頁
Waste Recycling and Eco- による廃棄物リサイクル促進の取り組みに 

PDF
 2012年3月（英語版）

town Programs in Japan 関する冊子

Laws and Support  2011年度のエコタウン環境技術データベー  

Systems for Promoting  ス構築事業で作成した日本の廃棄物リサイ PDF 
A4／52頁

Waste Recycling in Japan クル促進に関する法律や制度に関する冊子  
2012年3月（英語版）

Hãy giữ gìn 
 2011年度のベトナム・ハロン湾環境改善  

Vịnh Hạ Long xinh đẹp 
 草の根技術協力プロジェクトの活動で作成 冊子 B5／16頁

（美しいハロン湾を大切に）
 した水上小学校で使用するための小学生 PDF 2011年12月（ベトナム語版）

 用の環境教育テキスト

Hãy giữ gìn    

Vịnh Hạ Long xinh đẹp  
2011年度のベトナム・ハロン湾環境改善

  

- Tài liệu giảng dạy cho  
草の根技術協力プロジェクトの活動で作成

 
冊子

 
B5／36頁

học sinh tiểu hoọc  
した水上小学校で使用するための環境教

 
PDF

 
2011年12月（ベトナム語版）

(Dùng cho giáo viên) 
育テキストの先生用の指導要領

  

（美しいハロン湾を大切に
─小学校教材（先生用））

Trồng Rừng Ngập Mặn 
 2011年度のベトナム・ハロン湾環境改善  

Cho Hạ Long Thêm Xanh / 
 草の根技術協力プロジェクトの活動で作成 

冊子
 B5／40頁

Mangrove Planting for the 
 したマングローブの重要性やハロン湾のマ 

PDF
 2012年3月（ベトナム語／

Green of Ha Long Bay
 ングローブの種類や植樹方法について記  英語併記版）

 載した冊子

2011年度の定期発行物
▼定期発行物名 ▼内容 ▼様式 ▼大きさ／頁・発行年月

GEC ニューズレター No.40 地球環境センターの活動などを紹介
 冊子 A4／8頁

  PDF 2011年8月（日本語版）

GEC ニューズレター No.41 地球環境センターの活動などを紹介
 冊子 A4／8頁

  PDF 2012年2月（日本語版）

GEC Newsletter No.30 地球環境センターの活動などを紹介
 冊子 A4／8頁

  PDF 2011年10月（英語版）

GEC Newsletter No.31 地球環境センターの活動などを紹介
 冊子 A4／8頁

  PDF 2012年3月（英語版）

公益財団法人 地球環境センター 
地球環境センターの2010年度事業報告

 冊子 A4／24頁
2010年度 年次報告書   PDF 2011年7月（日本語版）

GEC Annual Report 
 地球環境センターの2010年度事業報告

 冊子 A4／24頁
2010　  PDF 2011年9月（英語版）

●4

●2

●1

●3

●5

発行物リスト

●6
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理事会* ▼開催日 ▼会場 ▼議決事項

 2011年  （1）2011年度補正予算の件
第7回理事会

 6月13日 
地球環境センター  

（2）2010年度事業概要及び決算報告について

第8回理事会
 2011年 

（書面決議）
 （1）業務執行理事の選定に関する件

 7月1日（決議日）  （2）2011年度役員報酬に関する件

 2011年  （1）2011年度の事業執行状況に関する件
第9回理事会

 10月31日 
地球環境センター

 　   （報告事項）

   （1）2012年度事業計画及び予算に関する件
   （2）業務執行理事（専務理事）の選定及び事務局
   　　長の承認に関する件
第10回理事会 

2012年
 地球環境センター （3）2012年度役員報酬に関する件

 
3月30日

  （4）事務局組織及び事務処理規則の改正に関する件
   （5）2011年度の事業執行状況に関する件（報告事項）
   （6）IETC活動報告について

評議員会* ▼開催日 ▼会場 ▼議決事項

第2回評議員会
 2011年 

地球環境センター
 （1）2010年度事業概要及び決算報告に関する件

 6月27日  （2）理事・監事・評議員の選任に関する件

理事会
法令及び定款の定めるところに
より、財団の業務執行の決定、
理事の職務の執行の監督等の
職務を執行する。

評議員会
法令及び定款の定めるところに
より、理事・監事の選解任や、本
財団の業務に関する重要な事項
を議決する。

GEC友の会
GECの設立10周年を契機に発
足。2003年10月16日に第1回
総会を開催して活動を開始。こ
の会は、誰でも気軽に参加でき、
GEC事業活動への支援・協力
の取り組みを通じてGEC事業の
一層の活性化を図ることを目的と
している。また、会員相互の情報
交換の場の設定などを通して楽
しみながら地球環境問題につい
て学んでいくことを目指している。

〈入会申込み／お問い合わせ〉
Email: TOMO@gec.jp

理事会、評議員会の開催

2011年5月27日、大阪産業創造館で第9回総会及び情報
交換会を開催するとともに、「大阪ガスグループのCSRの取り組
みについて」と題した記念セミナーを併せて開催した。10月5日
に第9回エコツアーを開催し、定格出力10MWの規模を誇るメ
ガソーラー施設の関西電力（株）堺太陽光発電所と環境に最
大限配慮して太陽電池と液晶パネルを製造するシャープ（株）
グリーンフロント堺を見学し、エネルギーと環境問題を考える機
会を得た。12月16日には、会員とGEC職員による第4回意見交
換の集いを開催し、会員による「大阪市の水道事業ホーチミンプロジェクトの経験」と題した話題提供と
GEC事業活動の近況報告「ベトナム・ホーチミン廃棄物協力基礎調査の取り組み」をテーマに、今後の
GEC事業活動への支援協力の充実に向けての意見交換を深めた。さらに、2012年3月14日に市民・事
業者による省エネ活動について「うちエコ診断の開発と普及」と「大阪府省エネ・省CO2相談窓口の開
設と普及」をテーマに第8回GEC友の会セミナーを開催した。また、会員には年間を通してGEC事業活動
に関わる各種情報を定期的に提供し、地球環境問題をはじめGECの事業活動への理解を深めている。

「GEC友の会*」の活動

第8回GEC友の会セミナー
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公益財団法人 地球環境センター（GEC）の概要

都市の環境管理及び淡水の分
野で開発途上国等のために、環
境上適正な技術の適用、運用、
応用を促進するために設立され
た国連環境計画の機関。

● が、開発途上国の都市
における環境管理の促進の
ために行う活動に関して、さま
ざまな支援を行う。

●環境保全技術に関する情報
の収集・提供とともに、環境
問題に関する調査研究、研
修、啓発事業や環境マネジメ
ントシステムの普及促進事業
を行う。

●環境保全に関して、日本と
開発途上国をつなぐことをめ
ざす。

　資金
　人材
　情報

支援

情報提供
啓発事業
普及活動

国

大阪府
大阪市

企業
団体

個人

環境上適正な
技術の移転

（環境分野における
日本の国際貢献）

（公財）地球環境センター

国連

国連環境計画

技術・産業・経済局

国際環境技術センター

国連環境計画（UNEP） 国際環境技術センター（IETC）の設立

大阪市では、1960年以降、産業の飛躍的な発展に伴い、大気汚染、地盤沈下、水質汚濁、騒音等の
公害が深刻な社会問題となったが、その後の行政・産業界の努力で大幅に状況を改善することができ
た。この経験を生かそうと、大阪市は中国・上海市の大気汚染対策マスタープランを策定するなど、開発
途上国の環境問題の解決に積極的に協力した。
こうしたなか、1990年に『自然と人間との共生』をテーマとした「国際花と緑の博覧会」が開催され、それ
に先立つ1989年8月、大阪市は博覧会の精神を引き継ぐとともに大阪の環境保全における経験を生かす
ものとして、地球環境保全に関する国際機関の誘致を表明した。そして、来日中の国連環境計画（UNEP）
のトルバ事務局長へ市長のメッセージを手渡すなど、関係機関への積極的な働きかけを行った。
その結果、翌1990年7月に米国で開催されたヒューストン・サミットで、海部首相が日本にUNEPの施
設を設置する構想を発表し、これを受けて同年8月、UNEP管理理事会第2回特別会合で熊谷駐ケニ
ア大使が「国際環境技術センター（IETC）」設置の提案を行い、1991年5月のUNEP第16回管理理事
会で、開発途上国等における環境上適正な技術の適用、運用、応用の促進を目的とした同センターの設
置が満場一致で採択された。1992年10月には、大阪でトルバUNEP事務局長と柿澤外務政務次官が
IETC設立に関する協定書に署名し、1994年4月から公式な活動を開始した。その後、IETCは、1998年
からUNEPの技術・産業・経済局（DTIE）に属して活動している。 （注）役職は当時

地球環境センター（GEC）の設立

UNEP第16回管理理事会において国際環境技術センター（IETC）の日本設立が正式決定されたの
を受け、1991年7月3日、大阪市に「UNEP国際環境技術センター（IETC）大阪設立準備室」が設置さ
れ、IETCの業務内容の検討や1992年初頭の支援法人設立に向けた業務などを行った。
この準備室による準備段階を経た翌1992年1月28日、大阪府、大阪市から基本財産の拠出を得て、

UNEP支援法人「財団法人 地球環境センター（GEC）」が発足した。その後、2008年の公益法人制度
改革関連3法の施行を受け、2009年10月27日、公益財団法人への移行認定申請を行い、2010年3月
19日、内閣総理大臣の認定を受け、2010年4月1日に公益財団法人として新たなスタートを切った。

GECは、日本国内に蓄積された豊富な環境保全に関する知識と経験を活用し、UNEPの実施する環
境保全活動に対する支援や、地球環境の保全を目的とした国際協力の推進等の活動を通して、開発途
上国をはじめ、地球環境の保全に貢献することを目的としている。
なお、寄付金については所得税法（施行令第217条）及び法人税法の規定により算出された額が寄
付金控除の対象となる。
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開発
途上国の
環境保全

地球環境センター（GEC）の内容

GECは、IETCに対する施設の貸与やプロジェクトへの協力等、さまざまな支援を行うほか、日本国内の
関係機関とIETCとの橋渡し役として、IETCの日本における活動が円滑で効率的となるように支援し、ま
た、GEC独自の調査研究、情報収集・提供、研修の実施、セミナーの開催など地球環境保全のための活
動を通じて、日本の環境分野での国際貢献を推進する。

◎名称 公益財団法人  地球環境センター
 英語名称：Global Environment Centre Foundation (GEC)

◎設立年月日 1992年1月28日 （2010年4月1日に公益財団法人へ移行）
◎主務官庁 内閣府
◎所在地 〒538-0036  大阪市鶴見区緑地公園2番110号  

 TEL: 06-6915-4121  FAX: 06-6915-0181

◎基本財産 17億5,416万円 

◎事業内容 （1）国際連合環境計画国際環境技術センターが目指す開発途上国における大都市の環境保全に資す
 　　る環境上適正な技術（EST）情報の普及及び技術移転活動への支援事業
 （2）開発途上国における環境保全を始めとする地球環境の保全及び地球温暖化対策に関する情報の
 　　収集、提供、調査研究を行い、開発途上国等に対する技術協力並びに人材育成をはかる事業
 （3）その他本財団の目的を達するために必要な事業
◎職員数 24名

◎組織図 理事会

監事

評議員会

理事長

専務理事

事務局長

総務課

企画調整課

気候変動対策課

研修課

総務部

事業部

GEC施設

※（2012年10月1日現在）
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GEC役員等名簿

理事長 宮原  秀夫　　　独立行政法人  情報通信研究機構  理事長

専務理事 西山  健一郎　　元大阪市  環境局  環境保全部長

理事 大槻  芳伸　　　公益財団法人  地球環境産業技術研究機構  主任研究員
 惣宇利  紀男　　大阪市立大学  名誉教授
 中川  正隆　　　大阪商工会議所  経済産業部長
 原田  智代　　　京都精華大学他  非常勤講師
 藤原  幸則　　　公益社団法人  関西経済連合会  経済調査部長

監事 岩谷  基　　　　弁護士
 岩本  兼一　　　税理士

評議員 井上  祐一　　　関西電力株式会社  環境室長
 大江  桂子　　　大阪府  環境農林水産部  環境政策監
 加賀城  俊正　　大阪瓦斯株式会社  CSR・環境部長
 片岡  成弘　　　弁護士
 片山  徹　　　　一般社団法人  海外環境協力センター  専務理事
 金子  熊夫　　　エネルギー戦略研究会  会長
 佐々木  十一郎　独立行政法人  国際協力機構  大阪国際センター  所長
 鈴木  胖　　　　公益財団法人 地球環境戦略研究機関 関西研究センター 所長
 　　　　　　　（大阪大学 名誉教授）
 玉井  得雄　　　大阪市  環境局長
 水野  稔　　　　大阪大学  名誉教授
 盛岡  通　　　　関西大学  環境都市工学部  教授（大阪大学 名誉教授）

（2012年10月1日現在：50音順・敬称略）

2011年度寄付金報告 （2011年4月1日～2012年3月31日）

▼寄付者 ▼寄付金額

財団法人大阪市スポーツ・みどり振興協会「OSAKA緑のウオーキングリレーチャレンジ24」 ‥‥‥‥‥‥‥109,575円
近畿労働金庫 社会貢献預金「地球ふれあい口座まもるくん（UNEP-GEC）支援コース」の
預金者及び近畿労働金庫 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥125,020円
グリーン家電エコポイント環境寄付 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥275,184円
住宅エコポイント環境寄付 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 20,238円
大都市共闘衛生部会‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 30,000円
株式会社ホテル京阪 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 58,120円

※）企業・団体・寄付制度からの寄付のみ掲載（50音順・敬称略）。
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UNEP国際環境技術センター（IETC）の活動 （2011年1月～2012年3月実施分）

UNEP国際環境技術センター（IETC）は、4月1日をもって二つの事務所を大阪に統合した。10月には
マシュー・ガブが新たにIETCの所長に就任し、大阪市と公益財団法人地球環境センター（GEC）との協
力関係を今まで以上に強化し事業を進めている。

IETCの廃棄物管理に関する事業

●2011年3月11日に東日本で発生した巨大な地震と津波は
多数の被害者を出し東北地方の海岸沿いの村や町を破壊
した。約一年を経た2012年2月末から3月初めにかけて、災
害廃棄物管理の国際専門家によるミッションが、日本の専門
家と情報や知見を共有するために、被災地を訪問した。この
ミッションの派遣は、UNEPが日本政府の要請を受け、IETC

とスイスのジュネーブにあるUNEP紛争災害後管理部が共
同で実施したものである。先例の無い大規模でおびただしい
量の災害廃棄物を目の当たりにし、また、被災地の関係機関と地域のコミュニティーが効率よく対処に
あたった状況を踏まえ、UNEPは、今後世界の国々における自然災害で発生する廃棄物のより良い処
理に役立てるために、東北での震災廃棄物の処理方法やそこで得た教訓などに関する貴重な情報
を広く世界に発信している。国内では、ミッション終了後の3月5日には東京で記者会見を行い、3月6日
には大阪のIETC事務所でセミナー（共催：外務省、協力：GEC）を開催した。また、このミッションの報告
書「Managing post-disaster debris: the Japan experience（災害廃棄物の管理：日本の経験）」
が、UNEPから発行された。
●2011年2月21日から24日において、ケニア・ナイロビのUNEP本部で、第26回UNEP管理理事会が開
催された。廃棄物管理事業の重要性は、2010年のUNEP管理理事会特別会合に引き続いて、この
管理理事会でも再度強調され、決議26/3では、UNEPは加盟国の要請を受け、今後、廃棄物管理に
関する事業を、統合的廃棄物管理、電気電子機器廃棄物、廃棄物からのエネルギー回収ならびに廃
棄物に関するグローバル・パートナーシップの構築などに広げていくこととなった。
●2011年2月16日から18日において、国連持続可能な開発委員会第19回会合（CSD-19）の会期間
会合「国連持続可能な廃棄物管理会議～ゼロ・ウェイストへ向けたパートナーシップ構築に関する国
際会議」が東京で開催され、IETCはUNEPを代表して出席し、IETCの廃棄物管理に関するグローバ
ル・パートナーシップ事業を紹介した。
●2011年5月2日から13日まで、CSD-19のハイレベル・セグメン
トがニューヨークの国連本部で開催された。IETCは、5月4日
に国連本部内のUNEP事務所で関係者を招いて第一回の
廃棄物管理に関するグローバル・パートナーシップ事業協議
会を開催した。また、これに続き、2011年6月29日・30日に第
二回の協議会をパリのUNEP技術・産業・経済局で開催し
た。この2回の協議会を経て、廃棄物管理に関するグローバ
ル・パートナーシップの枠組み、戦略とその実施に関する草案
が取りまとめられた。さらに、2011年12月5日と6日には、オーストリアのウィーンで、グローバル・パートナー
シップの事業計画に関する作業部会が開催され、である「廃棄物と気候変動」、「廃棄農業バイオマ
ス」、「統合的廃棄物管理」、「電気電子機器廃棄物」、「漂着ごみ」と「廃棄物削減最小限化」の6

つの主要分野に関する話し合いが持たれた。IETCは、グローバル・パートナーシップでの事務局の役
割を担う。
●CSD-19のサイドイベントとして、IETCは、政府機関と市民社会からの代表者を対象に統合的廃棄物
管理に関する「ラーニング・センター（学びの場）」を開催した。
●2011年度に、IETCは、3R（廃棄物の削減・再利用・リサイクル）を基本にした統合的廃棄物管理に関
する地方自治体のためのプロジェクトをエチオピアのバハルダ－ルとタイのパトゥムタニーで実施した。ま
た、エチオピアのアジスアベバでは新規プロジェクトを立ち上げた。さらに、今後二つの新規プロジェクト
をベトナムのダナンとカンボジアのカンポットで開始するための資金確保の話し合いが始められている。

UNEP発行の国際専門家による
ミッション報告書
『Managing post-disaster 

debris: the Japan experience 

（災害廃棄物の管理：日本の経
験）』

震災廃棄物の現地調査（仙台）

グローバル・パートナーシップ作業部会



中国の環境保護部は、IETCの統合的廃棄物管理に関するマニュアル（4巻）を中国語に翻訳して、
国内の対処能力向上のために利用している。
●IETCは、2010年から継続して、以下の事業を実施した。

• 「廃棄農業バイオマスの資源化」事業は、フィリピンのカビアオ、パキスタンのサンガー地域、ネパール
のマディヤプル・ティミ市とスリランカのモナラガラ地域で進められた。それぞれの地域に適した技術
の選択においては、IETCが2009年に作成した廃棄農業バイオマスの資源化のための技術概要
集が活用された。

• IETCは、「伐採された油ヤシの古木の資源化」に関する調査研究を開始しマレーシアにおける伐採
されたヤシ古木に関する定性的及び定量的な基本データに関する報告書、ならびに、国及び地方
それぞれのレベルにおける現状での伐採されたヤシ古木の管理システム、実践事例と利用方法に
ついての評価に関する報告書が作成されている。

• 日本政府の出資による「廃プラスチックの燃料化」事業は、事業期間である3年間の第3期目である
最終段階を迎えた。廃プラスチックから液体燃料または固形燃料の製造の技術が、タイのナコーン・
ラチャシーマー及びピサヌロークの2つの都市で実施されている。また、フィリピンのセブでは、廃プラ
スチックと古紙・廃木材から固形化燃料（RPF）を製造するための適正技術が検証中である。2011

年3月1日から4日においては、独立行政法人産業技術総合研究所（AIST）の協力で、開発途上国
における廃プラスチック管理を支援するためのワークショップがつくば市で開催された。

• 「電気電子機器廃棄物（e-waste）」事業に関しては、e-wasteインベントリー評価及びe-waste管
理のためのマニュアルが作成されたのに引き続き、e-wasteの回収システムに関するマニュアルの
草案が作成された。そして、2011年7月13日～15日に、これらの資料をもとに、国・自治体・民間企業・
学術機関やNGOの関係者を対象としたトレーニングワークショップがGECとの共催で開催された。ま
た、中国では、国内の対処能力向上のために、IETCのマニュアルが中国語に翻訳された。

• IETCは、技術の持続可能性の評価に関する方法論「Sustainabil i ty Assessment of 

Technologies（SAT）」のさらなる向上のために、実際の事例への適用の試行を重ねている。
• IETCは、川崎市に協力して、同市主催の「エコビジネスフォーラム」に2005年から参加している。

2011年は2月14日・15日に「第7回エコビジネスフォーラム」が開催され、2月16日・17日には「国際環
境技術展」が開催された。この協力において、IETCは、特にアジアにおける「エコタウン」の推進に努
めており、パイロット事業が、マレーシアのペナン、インドネシアのバンドン、中国の瀋陽で、川崎市及び
GECとの協力で実施されている。

水と衛生

●引き続きイラク南部湿原イニシアチブを実施しており、世界遺産登録プロセスを運営指針として利用し、
イラク南部湿原における長期的な管理体制の確立等の事業を継続している。
●イラク南部湿原のエコシステム管理に関する組織の能力強化のために、世界遺産条約の諮問機関で
ある国際自然保護連合（IUCN）西アジア地域事務所と連携して、イラク南部湿原の生物多様性に関
する事業を継続している。
●UNEPとUNESCOの共同プロジェクト「イラク南部湿原の自然・文化遺産資源管理」を継続して
いる。

IETCと大阪市及び支援財団であるGECとの協力

●6月の大阪市環境月間にあわせて、2011年6月4日から19日まで大阪市立環境学習センターで、環境
に関するパネルの展示が開催された。IETCはGECと共同で参加し、センターの紹介と活動を説明した
パネルを展示した。また、6月11日・12日には、生き生き地球館を中心にECO縁日２０１１のイベントが開催
された。IETCはGECと共同でイベントに参加し、大阪市の掲げる「おおさか環境ビジョン」をテーマに、
IETCの活動に関する情報の発信を行った。
●2011年9月11日には、大阪市の花博記念公園鶴見緑地において、第37回鶴見区民まつりが開催さ
れ、約3万人の来場者でにぎわった。この催しのテーマは「東日本大震災復興支援、がんばろう鶴見か
ら！」で、IETCはGECと共同で国際環境協力に関する情報ブースを出展し、鶴見区民の方にIETCの
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様 な々活動を紹介した。また、多くの参加者に、環境にやさしい暮らしをするために日々 実行可能な「エ
コ宣言」をしてもらうことにより、環境に対する意識向上に努めた。
●2011年9月22日に大阪府立千里高等学校の3年生の学生3名がIETCを訪問し、大阪にある国連機
関での取材を実行して、その内容をクラスで発表する目的で、IETCの企画官に英語でのインタビュー
を行った。学生は、UNEPやIETCに関する様々な情報の中で、環境に関する国連機関の設立の経
過、廃棄物管理に関する事業内容、国連職員に関する情報など興味を示し、国際社会の一員として
環境保全に貢献する基礎知識を学んだ。
●2011年10月23日に大阪市立自然史博物館において、生物多様性シンポジウムが開催され、大阪市
と生物多様性の関わりを考えるための講演とパネルディスカッション及び生物多様性パネル展が行わ
れた。大阪市は、都市における生物多様性の重要性について市民の理解を深めることを目的とした生
物多様性地域戦略の策定に向けて検討を進めており、その一環として本シンポジウムが開催され、産
官学の代表による基調講演とパネルディスカッションを通じて各団体の生物多様性における取り組み
が紹介され、活発な情報交換がなされた。
●2011年10月29日・30日、大阪港の天保山ハーバービレッジ
において、エコアートフェスタ大阪2011が開催された。この
フェスフィバルでは、各種団体・企業が、パネル展示や環境に
やさしい製品の紹介などを通じて、来場者の環境に対する意
識の向上を目指す環境啓発ブースが設けられ、IETCはGEC

と共同でブース出展を行い、それぞれの活動に関する情報
をパネル等で広く紹介した。主催者である大阪市は、「環境
啓発ブース」の他に、学生たちがごみを利用して作製したオ
ブジェを展示した「ごみアート甲子園」、廃材やリサイクル品などを使って工作をする「ワークショップ」、
自転車をこいでライブ用音源の電気を発電しアーティストとエコなセッションをおこなう「エコサイクルライ
ブ」など多彩な催しを実施し、その中で子供から大人まで「環境保全」という世界規模の問題を大阪と
いうローカルな立場から見つめる機会を提供した。
●2011年中にIETCがGECと協力して開催したシンポジウム・ワークショップ・イベントについては、GECの
活動報告の内容を参照いただきたい。

その他

●2011年の世界環境デーにおいて、UNEPは本年のホスト国であるインドで記念式典を開催した。また、
国連が定めた「国際森林年」を支援するため、2011年の世界環境の日のテーマである森林と自然と
人との係わり合いを考えるための様 な々活動やイベントが、主催国のインドのみならず、世界各国で開
催された。大阪では、IETCがFM COCOLO 765のラジオ番組に出演し、UNEP及びIETCとそれらの
活動の内容や、UNEPと世界環境デーのつながりを紹介した。そして、世界環境デーのテーマである
森林を踏まえて、UNEP主催の10億本植樹キャンペーンへの幅広い参加を募った。
●2011年10月24日に、東日本大震災の被災地のひとつである仙台において、「国連デー＠東北大学：
東日本大震災からの復興、そして新生～東北から世界へ」をテーマとした国連デーのイベントが、仙台
の東北大学川内キャンパスで開催された。IETCのガブ所長も出席したこのイベントでは、東北大学、
神戸大学及び企業から防災・復興・新生への実践報告と提言、被災地の自治体と共に支援を行った
UMEPを含む国連機関、NGO及び労働組合からパートナーシップで取り組むことの意義や有用性、そ
して現地のボランティア活動に参加した学生から自らの体験が、それぞれ世界に向けて発信された。
●2011年度に大阪市で実施されたイベント「大阪緑のウオーキングリレー2010チャレンジ24」の参加費
の一部が、IETCに寄付された。このイベントを主催した大阪市、財団法人大阪市スポーツ・みどり振興
協会及び社団法人日本ウオーキング近畿本部は、IETCが地球規模で取り組む環境保全活動に深い
理解を示し、2010年からこの支援を続けている。

エコアートフェスタ大阪2011
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IETCの内容

名称 国連環境計画  技術・産業・経済局  国際環境技術センター
（英語名称） United Nations Environment Programme 

 Division of Technology, Industry and Economics 

 International Environmental Technology Centre

協定の締結日　　 1992年10月30日 （日本とUNEPとの間のIETCに関する協定）

目的　　　　　　  「廃棄物管理」を主要な活動分野として、現存する「水と衛生」分野の活動も継続しつつ、開発途上
 国を中心に、環境上適正な技術（EST）の適用・移転を促進する。
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